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説

今
日
の
高
度
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、
古
典
的
な
自
由
主
義
経
済
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
、
全
般
的
に
は
機
能
し
え
ず
、
人
為
的
・

政
策
的
な
国
家
の
干
渉
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
o

そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
計
画
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
お
り
、

経済法における計画

ま
た
、
国
家
の
手
に
よ
る
各
種
の
計
画
が
作
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
戦
前
・
戦
時
中
に
は
、
生
産

力
拡
充
計
画
・
物
資
動
員
計
画
が
定
め
ら
れ
た
し
、
ま
た
、
戦
後
に
お
い
て
も
、
経
済
復
興
計
画
・
自
立
経
済
計
画
・
新
長
期
経
済
計

画
・
国
民
所
得
倍
増
計
画
・
中
期
経
済
計
画
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
前
・
戦
時
中
の
こ
れ
ら
の
計
画
は
も
と
よ
り
、
戦

後
の
こ
れ
ら
の
計
画
も
、
計
画
そ
の
も
の
は
、
経
済
政
策
の
分
野
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
上
、

」
れ
ら
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な

ま
た
、
法
律
の
問
題
と
し
て
、

と
く
こ
、

と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

か
っ
た
し
、

北法16(2・3-23)192



説

と
こ
ろ
で
、
戦
後
は
、
経
済
に
関
す
る
計
画
に
つ
レ
て
規
定
す
る
法
律
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ο

そ
の
端
緒
的
な
も
の
は
、
戦
後

論

の
食
糧
不
足
対
策
と
し
て
の
食
糧
管
理
に
関
し
、
食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
(
昭
和
二
三
年
法
律
一
八
二
号
)
が
「
農
業
計
画
」
に
つ
い
て

定
め
た
こ
と
、
及
び
、
食
糧
管
理
法
の
改
正
(
昭
和
二
四
年
法
律
二
一
八
号
)
が
「
配
給
計
画
」
に
つ
い
て
定
め
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
o

さ
ら
に
、
そ
の
後
、
産
業
構
造
の
合
理
化
あ
る
い
は
高
度
化
の
必
要
性
が
と
な
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、

」
れ
に
関
連
す
る
一
群
の
法
律

が
、
計
画
に
つ
い
て
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
「
昭
和
三

O
年
法
律
一
五
六
号
)
(
「
石
合
」
と
略
称
〉

を
は
じ
め
と
し
、
機
械
工
業
振
興
臨
時
措
置
法
(
昭
和
二
二
年
法
律
一
五
四
号
)
(
「
機
振
」
と
略
称
)
、
電
子
工
業
振
興
臨
時
措
置
法
(
昭

和
三
二
年
法
律
一
七
一
号
)
(
「
電
振
」
と
略
称
)
、
中
小
型
鋼
船
造
船
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
(
昭
和
三
四
年
法
律
一

O
一
号
)
(
「
中
造
」

と
略
称
)
、
金
属
鉱
業
等
安
定
臨
時
措
置
法
(
昭
和
三
八
年
法
律
一
一
六
号
)
(
「
金
安
」

と
略
称
)
、

中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
(
昭
和

二
八
年
法
律
六
四
号
)
(
「
中
近
」
と
略
称
〉

で
あ
る
o

ま
た
、

需
給
調
整
に
関
し
て
も
、

石
油
業
法
(
昭
和
三
七
年
法
律
二
一
八
号
)

な
ど
が
計
画
に
つ
い
て
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
計
画
は
、
経
済
法
の
分
野
に
直
接
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
あ
ら

た
な
現
象
が
み
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
今
日
で
は
、
計
画
が
、
法
律
の
な
か
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
現
象
は
、

(
4〉

れ
ら
に
か
、
ぎ
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
広
く
、
計
画
と
法
と
の
関
係
の
問
題
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

」
こ
で
は
、

経
済
法
の
分
野
に
お
い
て
、
以
上
に
述
べ
た
最
近
の
あ
ら
た
な
現
象
を
中
心
と
し
て
、
計
画
、
が
、
ど
の
よ
う
に
法
律
の
な
か
に
と
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
か
の
現
状
の
分
析
を
試
み
、

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
計
画
の
法
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
思
う
o

(

1

)
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司
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(
2
〉
戦
時
中
の
こ
れ
ら
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
椎
名
悦
三
郎
『
戦
時
経
済
と
物
資
調
整
』
(
昭
和
一
六
年
)
。

(

3

)

戦
後
の
経
済
計
画
に
つ
い
て
は
、
経
済
企
画
庁
戦
後
経
済
史
編
纂
室
編
『
戦
後
経
済
史
(
経
済
政
策
編
)
』
(
昭
和
三
五
年
)
、
稲
葉
・
大
来
・
向
坂

• 
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監
修
『
日
本
の
経
済
政
策
と
経
済
計
画
』
(
講
座
日
本
経
済
2

)

(

昭
和
悶

O
年)。

(

4

)

都
市
計
画
法
、
国
土
総
合
開
発
法
、
首
都
圏
整
備
法
そ
の
他
の
各
種
の
地
域
開
発
に
関
す
る
諸
法
、
水
資
源
開
発
促
進
法
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
、
計

画
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

一
、
法
律
上
の
計
画
の
分
析

一
、
計

薗

作

定

の

計
画
の
作
定
は
、
行
政
機
関
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
多
く
の
場
合
は
、
主
務
大
臣
が
一
定
の
計
画
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
、
主
務
大
臣
に
よ
る
そ
の
作
定
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
(
石
合
三
条
一
項
・
四
条
一
項
、
金
安
三
条
一
項
・
四
条
一
項
、
機
振
二

条
一
項
・
三
条
一
項
、
電
振
三
条
一
項
・
四
条
一
項
、
中
近
三
条
一
項
・
四
条
一
項
、
中
造
三
条
一
項
・
四
条
一
項
、
石
油
三
条
一
項
)
。

い
ず
れ
も
、
全
国
的
な
視
野
に
立
つ
て
の
計
画
に
属
す
る
か
ら
、
中
央
官
庁
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

し

こ
れ
ら
の
計
画
は
、

か
し
、
米
穀
の
配
給
統
制
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
は
、
農
林
大
臣
が
配
給
計
画
を
定
め
、

」
れ
に
従
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
が
実
施
計

画
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
(
食
糧
管
理
法
八
条
ノ
二
)
。

経済法における計画

理
論
的
に
は
、
計
画
そ
の
も
の
を
法
律
に
よ
っ
て
定
め
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
第
一
に
、
計
画
の
立

案
に
は
、
専
門
的
技
術
的
な
知
識
能
力
を
必
要
と
し
、
立
法
府
は
、
そ
れ
に
適
せ
ず
、
行
政
府
の
専
門
家
に
委
ね
る
に
し
く
は
な
く
、
第

二
に
、
計
画
は
、
経
済
の
実
情
に
応
じ
て
決
定
・
変
更
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、

」
れ
を
、
法
律
そ
の
も
の
に
規
定
す
る
こ
と
は
適
当

で
な
く
、
さ
ら
に
、
第
三
に
、
計
画
そ
の
も
の
を
法
律
に
定
め
る
こ
と
は
、
立
法
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
行

政
機
関
に
よ
る
計
画
の
決
定
に
当
っ
て
は
、
多
く
の
場
合
、
法
律
上
、
審
議
会
の
意
見
を
聞
く
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
民
主
的
コ
ン
ト
ロ

北法16(2・3-25)194



説

ー
ル
の
方
法
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
専
門
的
知
識
の
吸
収
の
途
が
聞
か
れ
て
い
る
o

論

経
済
に
関
す
る
計
画
が
、
個
々
の
私
人
の
立
場
を
は
な
れ
て
、
全
体
的
な
立
場
か
ら
経
済
(
あ
る
い
は
経
済
部
門
)
の
合
理
的
な
調
整

を
は
か
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
政
府
が
そ
の
作
定
者
と
な
る
こ
と
が
、
最
も
適
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
叩

二
、
計

菌

対

象

の

法
律
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
計
画
の
対
象
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
限
定
さ
れ
て
い
る
o

現
在
で
は
、

わ
が
国
の
経
済
の

全
般
に
わ
た
る
計
画
(
例
え
ば
、
国
民
所
得
倍
増
計
画
・
中
期
経
済
計
画
な
ど
)
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
法
律
の
根
拠
は
与
え
ら
れ
て
い

戸
i
k

、。

ふ

J
h
t
ν計
画
の
対
象
は
、
計
画
の
目
的
・
必
要
性
に
応
じ
て
、

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
類
型
的
に
み
る
と
、
物
資
配
給
統
制
に
関
す
る
も
の
と

し
て
は
、

米
穀
類
(
「
配
給
計
画
」
食
管
八
条
ノ
二
)
、

石
炭
鉱
業

産
業
構
造
の
合
理
化
あ
る
い
は
一
角
度
化
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、

(
「
石
炭
鉱
業
合
理
化
基
本
計
画
」
「
同
実
施
計
画
」
石
合
三
条
・
四
条
)
、
金
属
鉱
業
(
「
金
属
鉱
業
安
全
基
本
計
画
」
「
同
実
施
計
画
L

金

安
三
条
・
四
条
)
、
機
械
工
業
(
「
機
械
工
業
振
興
基
本
計
画
」
「
同
実
施
計
画
」
機
振
二
条
・
三
条
)
、

電
子
工
業
(
「
電
子
工
業
振
興
基

本
計
画
」
電
振
三
条
・
四
条
)
、
中
小
企
業
(
「
中
小
企
業
近
代
化
基
本
計
画
」
「
同
実
施
計
画
」
中
近
三
条
・
四
条
)
、

型
鋼
船
造
船
業
合
理
化
基
本
計
画
」
「
同
実
施
計
画
」
中
造
三
条
・
四
条
)
、
ま
た
、
需
給
調
整
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、 造
船
業
(
「
中
小

石
油
業

石
油
供
給
計
画
」
石
油
三
条
〉
が
あ
る
o

さ
ら
に
、

こ
れ
ら
の
対
象
の
う
ち
で
も
、
特
定
の
も
の
が
、
計
画
の
対
象
と
し
て
限
定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
機
械
工
業
に
お
い
て
は
、

ω性
能
・
品
質
の
改
善
、
生
産
費
の
低
下
を
必
要
と
す
る
機
械
器
具
又
は
そ
の
部
品
で
政
令
で
定
め
る
も
の

(
「
特
定
機
械
」

と
い
わ
れ

る
)
の
製
造
業
、

ω加
工
技
術
の
改
善
、

加
工
費
の
低
下
を
必
要
と
す
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
加
工
業
で
あ
り
(
機
振
二
条
一
項
)
、

北法16(2・3ー26)195 
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電
子
工
業
に
お
い
て
は
、

ω製
造
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
を
特
に
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
、
政
令
で
定
め
る
電
気
機
器
等
、

ω

工
業
生
産
の
開
始
又
は
生
産
数
量
の
増
加
を
特
に
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
、
政
令
で
定
め
る
電
気
機
器
等
で
あ
り
(
電
振
三
条
二

項
)
、
造
船
業
に
お
い
て
は
、
中
小
型
鋼
船
ハ
総
ト
ン
数
三
、

0
0
0ト
ン
未
満
の
鋼
製
の
船
舶
)

造
船
業
(
中
造
二
条
・
三
条
)
で
あ

る
O 

ま
た
、
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、

ωそ
の
業
種
に
お
け
る
事
業
活
動
の
相
当
部
分
、
か
、
中
小
企
業
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ

と、

ωそ
の
業
種
に
属
す
る
中
小
企
業
の
生
産
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
産
業
構
造
の
高
度
化
又
は
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
促
進

し
、
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
た
め
、
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
該
当
す
る
業
種
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も

の
(
「
指
定
業
種
」
と
い
わ
れ
る
)
に
限
度
さ
れ
る
(
中
近
促
三
条
一
項
)

0

こ
の
よ
う
に
、
法
律
に
基
づ
く
計
画
の
対
象
は
、
法
律
そ
の
も
の
に
よ
り
選
択
的
に
行
わ
れ
る
(
立
法
府
に
よ
る
選
択
)
が
、

さ
ら
に
、

法
定
要
件
の
も
と
に
具
体
的
な
決
定
が
政
令
に
委
任
さ
れ
る
場
合
(
行
政
府
に
よ
る
具
体
的
選
択
)
が
多
い
。

、
計
画
の
内
容
に
な
る
べ
き
事
項

法
律
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
計
画
に
つ
い
て
は
、
計
画
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
が
法
定
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
o

そ
の
事
項

経済法における計画

は
、
計
画
の
性
質
・
目
的
の
相
異
に
応
じ
て
、

か
な
ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。

構
造
的
令
理
化
を
主
な
目
的
と
す
る
計
画
の
場
合
に
は
、
目
標
年
度
に
お
け
る
製
品
の
性
能
・
品
質
・
生
産
費
、
適
正
生
産
規
模
、
生

産
及
び
輸
出
の
目
標
ハ
見
通
し
)
、

設
備
の
種
類
・
数
量
・
資
金
額
、

技
術
の
向
上
・
能
率
の
増
進
な
ど
が
計
画
の
内
容
と
な
る
べ
き
事

項
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
ハ
中
近
促
三
条
二
項
、
機
振
二
条
二
項
、
電
振
三
条
二
項
)

0

と
く
に
、

ス
ク
ラ
ッ
プ
化
を
必
要
と
す
る
場

合
に
は
、
処
理
す
べ
き
設
備
の
種
類
・
処
理
方
法
(
機
振
二
条
二
項
五
号
、

中
鋼
造
船
三
条
二
項
三
号
)
、

買
収
等
に
よ
る
整
理
の
基
準
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説

と
整
理
に
よ
る
減
少
生
産
数
量
ハ
石
合
三
条
二
項
三
号
・
四
号
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
需
給
調
節
を
主
な
目
的
と
す
る
計
画
の
場
合

は
、
生
産
・
輸
入
の
数
量
、
設
備
処
理
能
力
な
ど
が
か
か
げ
ら
れ
る
(
石
油
三
条
二
項
)

0

論

四
、
計

A A 

表

蘭

の

法
律
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
計
画
は
、
主
務
大
臣
が
、
「
遅
滞
な
く
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
(
石

合
三
条
四
項
、
機
振
二
条
四
項
、
電
振
三
条
四
項
、
金
安
三
条
四
項
、
中
造
三
条
三
項
、
石
油
三
条
五
項
)
。

な
お
、

中
近
三
条
四
項
は

「
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
」
と
表
現
を
異
に
し
て
い
る
)
。

わ
が
国
で
は
、
計
画
の
要
綱
は
別
と
し
て
も
、
そ
の
詳
細
な
内
容
は
、
公
表
さ
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
o

と

(
3〉

く
に
、
戦
時
中
に
お
い
て
は
、
機
密
に
属
す
る
も
の
と
し
て
計
画
の
全
貌
は
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
た
と
え
、

由
来
、

平
時
に
お
い
て
も
、
行
政
運
営
の
機
密
保
持
的
な
感
覚
の
も
と
に
、
公
表
さ
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
事

情
を
思
う
と
、
上
述
の
よ
う
に
、
法
律
が
、

注
目
さ
れ
る
。

今
日
の
計
画

主
務
大
臣
の
計
画
公
表
の
義
務
を
定
め
た
こ
と
は
、

は
、
業
界
に
対
す
る
誘
導
目
標
(
関
口
日
常
ロ
ロ
巾
)
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
、
む
し
ろ
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と

7こ
7ニ

に
、
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
法
律
が
計
画
の
公
表
を
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
計
画
が
、
計
画

実
現
の
た
め
の
各
種
の
手
段
の
基
準
と
さ
れ
る
点
で
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

玉

、

計

画

の

実

現

手

段

計
画
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
各
種
の
行
政
手
段
が
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、

一
般
的
に
い
え
る
こ
と
は
、

か
つ
て
の
戦
時
中
の
物
資

動
員
計
画
や
生
産
拡
充
計
画
が
、
そ
の
実
現
の
手
段
と
し
て
用
意
し
た
も
の
が
、

主
と
し
て
高
権
的
・
強
制
的
手
段
〈
国
家
総
動
員
法
・
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輸
出
入
品
等
臨
時
措
置
法
な
ど
に
よ
る
〉
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
今
日
の
計
画
の
実
現
手
段
は
、
主
と
し
て
は
、
非
高
権
的
・
非
強
制

的
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
の
発
展
を
、
基
本
的
に
は
私
的
企
業
の
自
由
な
経
済
活
動
に
期
待
し
な
が
ら
も
、

一
定
の
目

こ
れ
を
、

標
に
(
非
権
力
的
に
)
誘
導
し
て
い
こ
う
と
す
る
政
策
(
い
わ
ゆ
る
誘
導
行
政
〉
が
と
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(1) 

共

同

行

為

の

容

認

計
画
の
内
容
は
、
対
象
業
種
の
全
体
に
関
係
す
る
事
項
が
多
い
(
例
え
ば
、
生
産
数
量
、
生
産
費
、
製
品
の
品
種
、
品
種
の
専
門
化
、

設
備
能
力
等
)
o

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
計
画
の
達
成
は
、
そ
の
業
種
に
属
す
る
事
業
者
聞
の
協
定
(
カ
ル
テ
ル
)
に
ま
つ
こ
と
が

必
要
と
な
り
、
あ
る
い
は
、
望
ま
し
い
と
い
う
場
合
も
生
ず
る
の
で
あ
る
o

と
こ
ろ
で
、
今
日
で
は
、
こ
の
種
の
計
画
の
実
現
手
段
と
し

か
つ
て
の
強
制
カ
ル
テ
ル
の
方
法
は
用
い
ら
れ
ず
、
主
と
し
て
、
指
示
(
石
合
六
二
条
・
六
三
条
、

機
振
六
条
、

あ
る
い
は
、
届
出
(
金
安
六
条
)
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
共
同
行
為
に
対
し
て
は
、
独
禁
法
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
。

「
指
一
民
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
行
政
手
段
で
あ
る
か
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
そ
れ
は
、

て
は
、

電
振
七
条
)
、

強
制
的
な
意
味
を
も
っ
た
「
命
令
」
で
は
な
く
、
違
反
に
対
す
る
罰
則
の
裏
付
け
を
も
も
た
な
い
。
ま
た
、
届
出
は
、
業
界
に
、

イ

シ

ア
テ
ィ
ヴ
を
も
た
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
は
、
強
制
カ
ル
テ
ル
的
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も

な
い
。
た
だ
、
指
示
に
せ
よ
届
出
に
せ
よ
、
共
同
行
為
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

一
定
の
要
件
が
必
要
で
あ
り
(
こ
の
点
で
、
計
画
が

経済法における計画

こ
れ
に
適
合
し
な
い
場
合
に
は
、
指
示
の
変
更
・
取
消
(
石
合
六
五
条
、

条
)
、
共
同
行
為
の
変
更
・
締
結
の
禁
止
の
命
令
(
金
安
六
条
二
項
)
が
行
わ
れ
る
。

の
自
由
に
対
す
る
権
力
的
干
渉
が
行
な
わ
れ
る
と
も
い
え
よ
う
。

電
振
九

関
係
を
も
つ
こ
と
に
つ
き
後
述
参
照
)
、

機
振
八
条
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、

」
れ
ら
の
共
同
行
為
の
、
計
画
の
実
現
手
段
性
は
、

つ
ぎ
の
点
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
(
機
振
六
条
一
項
、
電
振
七
条
一
一
項
〉
、

」
れ
ら
の
共
同
行
為
は
、

「
計
画
の
目
標
を

あ
る
い
は
、
一
「
計
画
の
実
施
に
重
大
な
支
樟

業
界
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説

を
生
じ
、
又
は
、
生
、
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
(
石
合
六
二
条
・
六
三
条
、
金
安
六
条
)
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
か
っ
、

共
同
行
為
の
内
容
は
、
「
計
画
に
定
め
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
程
度
を
こ
え
な
い
こ
と
」
(
機
振
七
条
一
号
、
電
振
八
条
一
号
)
、

論

あ
る
い
は
、
計
画
の
実
施
に
重
大
な
支
障
を
生
じ
、
又
は
、
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、

」
の
「
事
態
を
克
服
す
る
た
め
に
必
要
な

程
度
を
こ
え
な
い
こ
と
」
(
石
合
六
四
条
二
項
一
号
、
金
安
六
条
二
項
二
号
〉
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
以
上
に
み
る
と
こ
ろ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
共
同
行
為
の
容
認
と
計
画
の
実
現
手
段
性
と
の
関
係
は
、
か
な
ら
ず
し
も
同
一

で
は
な
い
。
機
械
工
業
及
び
電
子
工
業
の
場
合
は
、
共
同
行
為
は
、
計
画
の
実
現
手
段
性
が
積
極
的
で
あ
り
明
白
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
計
画
に
定
め
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
」
場
合
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し

て
、
石
炭
鉱
業
及
び
金
属
鉱
業
の
場
合
は
、
共
同
行
為
の
計
画
の
実
現
手
段
性
は
、

む
し
ろ
、
消
極
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

「
計
画
の
実
施
に
重
大
な
支
障
を
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
場
合
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ

よ

こ
れ
ら
の
法
律
に
お
い
て
は
、
共
同
行
為
は
、
計
画
の
実
現
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

q
L
 

h

T

V

 

つ
計
画
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
法
律
の
う
ち
に
は
、
と
く
に
、
勧
告
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
o

こ
の
種
の
勧
告
は
、
計
画
の

目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
(
中
近
促
七
条
一
項
、
金
安
一

O
条
一
項
)
、

勧

告

あ
る
い
は
、

計
画
の
実
施
に
重
大
な
支
障
を

生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
(
石
合
六
一
条
、
石
油
一

O
条
二
項
・
一
二
条
三
項
〉
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

計
画
実
現
手
段
性
に
、
積
極
・
消
極
の
ニ
ユ
ア

γ
ス
は
あ
る
と
し
て
も
、

い
ず
れ
も
、
計
画
の
実
現
の
手
段
と
し
て
勧
告
が
用
い
ら
れ
る

工
場
等
の
集
団
化
そ
の
他
中
小
企
業
構
造
の
高
度
化
に
関
す
る
事
項
、
競
争

の
正
常
化
又
は
取
引
関
係
の
改
善
に
関
す
る
事
項
(
中
近
促
七
条
一
項
)
、
輸
入
取
引
条
件
の
改
善
・
生
産
数
量
の
制
限
(
金
安
一

O
条)、

販
売
価
格
(
石
合
六
一
条
)
、
生
産
計
画
・
輸
入
計
画
の
変
更
(
石
油
一

O
条
二
項
・
一
二
条
三
項
)

こ
と
に
は
、

か
わ
り
は
な
い
。
勧
告
は
、
事
業
の
共
同
化
、

に
つ
い
て
行
な
わ
れ
代
ヘ
な
お
、

<( 

， 
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寸
の
点
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
業
界
が
こ
れ
ら
の
勧
告
に
従
っ
た
場
合
に
は
、
共
同
行
為
と
同
様
の
効
果
が
発
生
す
る
場
合
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
勧
告
が
、
競
争
の
正
常
化
に
関
す
る
事
項
、
生
産
数
量
、
販
売
価
格
、
生
産
計
画
な
ど
に
つ
い
て

行
な
わ
れ
る
場
合
に
、
業
界
が
こ
れ
に
従
え
ば
、
あ
た
か
も
、
カ
ル
テ
ル
が
実
施
さ
れ
た
と
同
様
の
事
業
活
動
の
制
限
が
行
な
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
o

計
画
の
実
現
手
段
と
し
て
法
律
が
定
め
て
い
る
勧
告
の
対
象
と
な
る
業
種
に
つ
い
て
は
、
別
に
、
カ
ル
テ
ル
が
容
認
さ
れ
て

い
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
方
法
に
は
、
同
一
の
法
律
に
よ
る
場
合
(
石
合
・
機
振
・
電
振
)
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
(
中
近
と
中
小
企
業

団
体
組
織
法
)
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
勧
告
と
共
同
行
為
の
容
認
と
は
、
選
択
的
に
行
な
う
こ
と
が
で

Bstilli--』
a』
1
1
‘l'!liFBilli--j'SILEBalla--61』
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き
ふ
じ
じ
か
し
、
勧
告
の
対
象
と
な
る
業
種
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
カ
ル
テ
ル
が
容
認
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
(
例
え
ば
、
石
油
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業
)

0

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
勧
告
は
、
カ
ル
テ
ル
の
代
用
的
役
割
を
果
す
こ
と
と
も
な
り
か
ね
な
い
。

と
く
に
、
法
律
が
規
定
を
設
け
て
い
る
実
際
的
な
理
由
は
、
な
に
に
求
め

と
こ
ろ
で
、
計
画
の
実
現
手
段
と
し
て
の
勧
告
に
つ
い
て
、

う
る
で
あ
ろ
う
か
(
法
的
意
義
に
つ
い
て
は
後
述
二
参
照
)
。

最
も
卑
近
な
見
方
を
す
れ
ば
、
勧
告
を
法
律
に
規
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
権
威
が
高
め
ら
れ
る
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
o

い
い
か
え
れ
ば
、
勧
告
の
効
果
を
考
慮
し
て
、

そ
れ
が
法
律
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
政
庁
の
勧
告

は
、
立
法
府
が
承
認
を
与
え
な
く
て
も
で
き
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
立
法
府
が
、

と
く
に
承
認
を
与
え
た
勧
告
は
、

い
っ
そ
う
権

経済法における計画

威
づ
け
ら
れ

い
っ
そ
う
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
の

(
強
制
力
を
も
っ
と
い
う
意
味
で
の
権
威
で
は
な
い
が
)
、

で
は
な
か
ろ
う
か
o

し
か
し
、
勧
告
が
法
律
に
規
定
さ
れ
る
傾
向
は
、
た
だ
、

こ
の
よ
う
な
実
利
的
観
点
に
よ
る
だ
け
で
も
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
行
政
の
重
点
が
、
誘
導
行
政
へ
と
指
向
す
る
に
と
も
な
い
、
そ
の
重
要
な
手
段
と
し
て
の
勧
告
を
、
た
と
え
、
従

来
の
考
え
方
で
は
法
律
に
規
定
す
る
絶
対
的
必
要
性
は
な
い
と
し
て
も
、
法
律
の
上
で
あ
き
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
、
よ
り
望
ま
し
い

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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説

資

金

的

助

成

等

計
画
の
達
成
の
た
め
に
は
、
資
金
の
裏
付
け
が
必
要
と
な
る
場
合
も
多
い
。
こ
と
に
、
産
業
構
造
の
合
理
化
あ
る
い
は
高
度
化
に
関
す

(3) 

論

る
計
画
の
場
合
に
は
、

そ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
国
家
的
資
金
の
助
成
が
行
な
わ
る
場
合
が
あ
る
o

中
小
企
業
高
度
化
資
金
は
、
中
小
企
業
の
事
業
の
共
同
化
、
工
場
及
び
庖
舗
の
集
団
化
そ
の
他
中
小
企
業
構
造
の
高
度
化
に
資
す
る
た

め
の
資
金
で
あ
り
、
都
道
府
県
が
こ
の
資
金
を
貸
付
け
る
場
合
に
、
国
は
、
そ
の
一
部
を
都
道
府
県
に
貸
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な

っ

て

い

る

(

中

小

企

業

近

代

化

資

金

助

成

法

三

条

〉

。

と

こ

ろ

で

、

中

小

企

業

近

代

化

促

進

法

に

よ

る

中

小

企
業
近
代
化
基
本
計
画
に
定
め
る
近
代
化
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
と
な
る
と
主
務
大
臣
が
認
め
て
承
認
を
与
え
た
合
併
・
共
同
出
資
に

よ
る
法
人
の
施
設
の
設
置
に
必
要
な
資
金
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
(
中
小
企
業
近
代
化
資
金
助
成
法
三
条
三
号
)
、
こ
の
こ
と
は
、

」
の
資
金
の
う
ち
に
は
、

基
本
計
画
の
達
成
の
た
め
の
、
資
金
面
で
の
助
成
が
行
な
わ
れ
る
一
例
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
石
炭
鉱
業
合
理
化
事
業
団
が
交
付
す
る
石
炭
鉱
山
整
理
促
進
交
付
金
の
交
付
の
条
件
の
一
つ
と
し
て
、
当
該
採
掘
抗
又
は
租
鉱

権
の
鉱
区
又
は
租
鉱
区
に
お
け
る
石
炭
の
品
位
及
び
生
産
能
率
が
石
炭
鉱
業
合
理
化
基
本
計
画
に
定
め
る
交
付
金
の
交
付
に
係
る
採
掘

権
、
又
は
租
鉱
権
の
基
準
に
適
合
す
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
三
五
条
二
号
)

0

そ
の
他
、
計
画
の
達
成
の
た
め
の
資
金
の
あ
っ
せ
ん
・
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
(
金
属
鉱
業
等
安
定
臨
時
措
置
法
九
条
)
、

る
い
は
、
計
画
に
定
め
る
業
種
の
合
理
化
・
近
代
化
の
た
め
の
資
金
の
あ
っ
せ
ん
(
中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
六
条
、
機
械
工
業
振
興
臨

時
措
置
法
五
条
、
電
子
工
業
振
興
臨
時
措
置
法
六
条
、
中
小
型
鋼
船
造
船
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
六
条
)
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の

が
通
例
で
あ
る
o

(4) 

課

税

上

の

特

例

中
小
企
業
近
代
化
促
進
法
及
び
機
械
工
業
振
興
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
は
、
合
併
・
共
同
出
資
が
、
基
本
計
画
に
定
め
る
近
代
化
の
目

v 

， 
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標
あ
る
い
は
合
理
化
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
で
あ
る
旨
の
主
務
大
臣
の
承
認
を
与
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
租
税
特
別
措
置
法
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
人
税
・
登
録
税
の
軽
減
(
中
近
八
条
、
租
税
特
別
措
置
法
六
六
条
の
二
・
八
一
条
)
、

の
軽
減
・
免
除
(
機
振
二
一
条
の
二
、
租
税
特
別
措
置
法
六
六
条
の
六
・
八
一
条
)
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
課

あ
る
い
は
、

法
人
税

税
上
の
特
典
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
計
画
で
定
め
ら
れ
て
い
る
近
代
化
、
あ
る
い
は
合
理
化
の
目
標
の
達
成
を
容
易
に
す
る
た
め
の
も

っ
こ
ま
込

E
A
つ
工
、

o

q
t
i
，刀

f
E
T
L

に
U

計
画
の
目
標
、
が
、
生
産
・
技
術
の
改
善
向
上
に
お
か
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
た
め
の
基
準
が
必
要
と
な
る
o

そ
こ
で
、
主
務
大
臣
に
よ

生
産
・
技
術
の
向
上
等
の
基
準
の
決
定
・
公
表

る
こ
の
種
の
基
準
の
決
定
・
公
表
を
義
務
付
け
て
い
る
法
律
が
み
ら
れ
る
o

機
械
等
に
つ
い
て
は
、
主
務
大
臣
は
、
計
画
目
標
の
達
成
の

た
め
に
、
生
産
・
加
工
・
検
査
の
設
備
・
方
法
、

又
は
、
生
産
・
加
工
の
従
事
者
の
技
術
能
力
の
基
準
を
定
め
て
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
(
機
振
一
二
条
一
項
)
、
電
子
工
業
に
つ
い
て
は
、
主
務
大
臣
は
、

計
画
目
標
の
達
成
の
た
め
に
、

検
査
設
備
の
種
類
・
維
持
基
準

を
定
め
て
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
電
振
一
三
条
)
。

な
お
、

中
小
型
鋼
船
造
船
業
に
つ
い
て
も
、
運
輸
大
臣
に
よ
る
造
船
技
術

の
向
上
の
た
め
の
一
定
の
基
準
等
の
決
定
・
公
表
が
定
め
ら
れ
て
い
る
(
中
造
七
条
)
が
、
法
文
上
は
、

と
く
に
、
計
画
目
標
の
達
成
と

の
関
連
性
は
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
も
、
こ
れ
ら
の
基
準
等
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
合
理
化
基
本
計
画

経済法における計画

の
内
容
と
し
て
の
「
技
術
の
向
上
・
能
率
の
増
進
そ
の
他
合
理
化
に
関
す
る
重
要
事
項
」
な
ど
(
三
条
二
項
〉
の
達
成
上
必
要
で
あ
る
こ

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
基
準
等
は
、

い
わ
ば
、
事
業
者
に
対
す
る
努
力
目
標
で
あ
っ
て
、
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
努
力
目

標
を
決
定
し
、
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
界
を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、

(
8〉

準
化
に
よ
る
一
般
的
な
水
準
と
し
て
の
日
本
工
業
規
格
(
出

ω)
よ
り
も
高
度
の
も
の
が
期
待
さ
れ
る
o

そ
こ
に
、
努
力
目
標
と
し
て
の
意

」
れ
ら
の
基
準
は
、

工
業
標
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味
が
あ
り
、

よ
り
高
度
の
合
理
化
を
達
成
す
る
こ
と
の
期
待
が
、

か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o

(

1

)

佐
藤
功
『
行
政
組
織
法
法
』
(
法
律
学
全
集
7
〉
(
昭
和
三
三
年
〉
一
七
四
頁
。

(

2

)

ロ
ス
ト
ウ
は
「
需
要
水
準
に
お
け
る
全
般
的
な
変
動
を
コ

γ
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、
政
府
の
避
け
え
な
い
任
務
で
あ
る
。
こ
の
機
能
を
遂
行
す
る

た
め
に
は
、
国
家
の
活
動
か
私
人
の
活
動
か
の
選
択
は
あ
り
え
な
い
。
唯
一
の
選
択
は
、
国
家
の
活
動
か
、
な
ん
ら
の
活
動
も
な
い
か
で
あ
る
」
と
い
っ

て
い
る
。
初
日
門

D
4
3
5三
・
司
・

ω
8・
な
お
、
政
府
に
よ
る
計
画
に
つ
い
て
は
、
宮
E
P
5
5
司
・
怠
?
怠
「

(

3

)

戦
時
中
、
「
生
産
力
拡
充
計
画
」
は
、
そ
の
要
綱
だ
け
で
な
く
、
あ
る
程
度
の
内
容
は
、
数
字
も
ふ
く
め
て
発
表
さ
れ
た
。
稚
名
・
前
掲
一
九
三
頁

以
下
。
な
お
、
そ
の
間
の
事
情
を
‘
椎
名
前
掲
一
九
八
頁
で
は
、
「
役
人
の
秘
密
探
究
慾
を
満
足
せ
し
め
ん
が
為
に
徒
に
敵
性
国
家
の
謀
報
に
利
す
る
こ

と
に
な
っ
て
は
一
大
事
で
あ
る
。
本
節
で
は
差
支
な
い
程
度
に
於
て
部
門
別
に
拡
充
計
画
の
実
質
的
内
容
を
説
明
す
る
と
共
に
、
参
考
と
し
て
拡
充
規
模

に
付
議
会
、
新
聞
紙
等
に
発
表
記
載
ぜ
ら
れ
た
も
の
を
姶
い
集
め
て
み
よ
う
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
な
お
、
そ
の
後
の
「
物
資
動
員
計
画
」
に
つ
い
て
は
、

詳
細
な
数
字
等
は
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
椎
名
・
前
掲
三

O
七
頁
以
下
参
照
。

(
4
〉
稲
葉
・
大
来
・
向
坂
・
前
掲
四
六
頁
以
下
参
照
。

(

5

)

た
だ
、
規
制
命
令
(
機
振
九
条
の
一
一
)
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
カ
ル
テ
ル
協
定
に
代
る
機
能
を
果
す
か
ぎ
り
で
、
強
制
カ
ル
テ
ル
に
類
す
る
も
の
と

な
る
。

(

6

)

 

(

7

)

 

(
8
)
 

E命

共
同
行
為
に
関
す
る
指
示
の
制
度
の
実
質
的
な
理
由
に
つ
い
て
は
、
金
沢
『
経
済
法
』
(
法
律
学
全
集
五
二
巻
〉
八
三
頁
。

法
律
で
と
く
に
勧
告
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
例
及
び
そ
の
法
律
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
金
沢
、
前
掲
四
四
頁
。

通
商
産
業
省
重
工
業
局
編
『
機
械
工
業
振
興
の
方
余
』
(
昭
和
三
一
年
)
二
二
四
頁
以
下
参
照
。

二

、

計

画

の

法

的

意

義

t工
経
済
に
関
す
る
計
画
が
法
律
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
あ
ら
た
な
現
象
の
な
か
に
、
計
画
の
法
的
意
義
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
た
め
に
は
、
計
画
が
法
律
に
と
り

こ

こ

で

‘ 

， 

v 
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入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
従
前
の
計
画
と
法
律
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
従
前
は
、
計
画
と
法
律

と
が
一
見
無
縁
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
こ
に
は
、
両
者
の
関
係
の
本
質
的
な
も
の
が
潜
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
、
歴
史
的
な
発
展
過
程
の
な
か
に
、
計
画
の
法
的
意
義
は
、

よ
り
い
っ
そ
う
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
、
計
画
と
法
律
と
の
従
来
の
関
係

一
般
的
に
い
え
ば
、
行
政
機
関
に
よ
る
経
済
に
関
す
る
計
画
の
作
定
は
、
行
政
の
自
由
活
動
の
範
囲
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
o

換
言
す

と
く
に
、
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
、
自
由
に
、
計
画
を
作
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
む
戦
時

れ
ば
、
行
政
機
関
は
、

中
の
生
産
拡
充
計
画
・
物
資
動
員
計
画
(
戦
後
の
経
済
復
興
計
画
・
自
立
経
済
計
画
・
新
長
期
経
済
計
画
・
国
民
所
得
倍
増
計
画
・
中
期

経
済
計
画
な
ど
も
同
様
で
あ
る
が
)
は
、

い
ず
れ
も
、
な
ん
ら
の
法
律
上
の
根
拠
な
く
作
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
o

こ
の
か
ぎ
り
で
は
、

計
画
は
、
法
律
か
ら
は
無
縁
で
あ
り
、
な
ん
ら
の
法
的
意
義
を
も
た
な
い
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
計
画
の
実
現
に
対
す
る
国
家
の
意
図
の
性
質
に
応
じ
て
、
計
画
の
実
現
の
た
め
の
手
段
が
、
法
規
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
計
画
は
、
法
律
と
の
関
係
を
生
ず
る
o

例
え
ば
、
生
産
力
拡
充
計
画
の
実
現
の
た
め
に
、
製
鉄
事
業
法
そ
の
他

の
各
種
の
事
業
法
が
運
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
物
資
動
員
計
画
の
実
現
の
た
め
、
輸
出
入
品
等
臨
時
措
置
や
国
家
総
動
員
法
が
運
用
さ
れ

経済法における計画

た
ご
と
き
で
あ
り
、

ま
た
、
戦
時
中
の
食
糧
計
画
に
つ
い
て
も
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
食
糧
管
理
法
が
運
用
さ
れ
た
ご
と
き
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
場
合
は
、
法
律
そ
の
も
の
に
は
、
計
画
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
の
規
定
も
設
け
ら
れ
ず
、
計
画
は
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
一

の
法
律
に
も
と
づ
く
各
種
の
行
政
活
動
の
実
質
的
な
基
準
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
計
画
は
、

法
律
と
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
o

し
か
し
、
計
画
実
現
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
行
政
活
動
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
規
定
に
は
、
せ
い

ぜ
い
一
般
的
・
抽
象
的
な
基
準
あ
る
い
は
要
件
が
示
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
計
画
そ
の
も
の
は
、
法
律
の
表
面
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
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そ
の
背
後
に
没
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
計
画
に
法
的
意
義
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
当

論

時
の
各
種
の
事
業
法
に
よ
る
事
業
の
許
可
制
(
製
鉄
事
業
法
三
条
・
人
造
石
油
製
造
事
業
法
二
条
・
工
作
機
械
製
造
事
業
法
二
条
等
)

は
、
生
産
力
拡
充
計
画
の
実
現
の
た
め
ご
定
規
模
以
上
の
能
力
を
有
す
る
工
場
の
中
よ
り
重
点
的
に
選
択
し
か
っ
弱
小
企
業
の
濫
立
を

防
止
す
る
必
要
」
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
許
可
を
受
け
た
事
業
者
に
対
す
る
免
税
(
製
鉄
事
業
法
七
条
・
人
造
石
油

製
造
事
業
法
六
条
・
工
作
機
械
製
造
事
業
法
七
条
等
)
な
ど
の
特
典
が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
生
産
規
模
以
外
の
点
に
つ
い
て
は
、
許
可

の
基
準
は
、
別
段
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
o

ま
た
、
輸
出
入
口
問
等
臨
時
措
置
法
は
、
「
支
那
事
変
ニ
関
聯
シ
国
民
経
済
ノ

運
行
ヲ
確
保
ス
ル
為
特
ニ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
」
一
定
の
規
制
を
加
え
う
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
戦
時
中

の
食
糧
管
理
法
も
、
計
画
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
直
接
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
た
だ
、
政
府
へ
の
供
出
義
務
(
三
条
)
や
、
抽
象
的

R

}

ご
-
、

チ
ー
チ
t

な
条
件
(
「
特
ニ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
」
)
の
も
と
で
の
米
麦
の
配
給
等
に
関
す
る
委
任
命
令
(
九
条
)
に
つ
い
て
定
め
る
に
す
、
ぎ

工
、
4

つ

こ

o

手
J

、刀

v

ナ
J

以
上
の
事
例
を
通
じ
て
い
い
う
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
戦
時
に
お
い
て
は
、
経
済
計
画
の
必
要
性
は
、
き
わ
め
て
高
く
、
そ
の
実
現
の

た
め
に
は
、
法
規
が
要
求
さ
れ
、
国
民
の
権
利
の
制
限
(
許
認
可
等
)
、
義
務
の
免
除
(
免
税
等
)
を
と
も
な
う
強
力
な
措
置
が
必
要
で

あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
計
画
は
、
行
政
活
動
の
実
質
的
な
基
準
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
と
い
う
実
体
的
な

関
係
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
、

し
か
し
な
が
ら
、
計
画
は
、
法
律
の
表
面
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、

し
た
、
か
つ
て
、
計
画
に

は
、
法
的
意
義
は
与
え
ら
れ
ず
、
法
律
上
は
、
計
画
実
現
の
た
め
の
諸
手
段
と
し
て
の
行
政
活
動
は
、
広
範
な
裁
量
の
余
地
が
与
え
ら
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
計
画
が
、
行
政
活
動
の
実
質
的
な
基
準
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
と
い
う
こ
と

宅
あ
り
(
第
二
点
)
、

法
的
意
義
を
内
蔵
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

」
の
こ
と
は
、
計
画
が
、
潜
在
的
に
は
、

そ
れ
が
顕
在
化
し

な
か
っ
た
の
は
、
立
法
技
術
的
な
限
界
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
根
本
的
に
は
、
行
政
活
動
に
広
範
な
裁
量
の
余
地

‘ 

v 

， 
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を
与
え
て
お
く
(
第
三
点
)
と
い
う
、
当
時
の
体
制
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
経
済
法
的
規
制
は
、

そ
の
直
接
の
対
象
が
、
個
々
の
私
人
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
目
的
が
、
全
体
的
な
経
済
(
あ

た
と
え
、

る
い
は
経
済
部
門
)
の
一
定
の
方
向
に
対
す
る
調
整
に
あ
る
と
考
え
る
か
、
ぎ
り
で
は
、
個
々
の
私
人
に
対
す
る
規
制
は
、
論
理
的
に
は
、

そ
の
経
済
あ
る
い
は
経
済
部
門
の
計
画
的
な
調
整
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
が
あ
る
と
い
え
よ
う
(
こ
の
点
、

保
安
・
衛
生
上
等
の
警
察
的
規
制
と
は
異
る
も
の
が
あ
る
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
分
野
で
は
、
論
理
的
に
は
、

法
的
規
制
の
基
準
と
な
る
べ
き
性
質
を
本
来
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

計
画
は
、

経
済

二
、
戦
後
の
法
律
に
規
定
さ
れ
る
計
画
の
法
的
意
義

経
済
に
関
す
る
計
画
が
、
法
律
の
表
面
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
計
画
に
、

な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
法
的
意
義
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
経
済
法
的
規
制
が
、
全
体
的
な
経
済
(
あ
る
い
は
経
済
部
門
)
の
計

画
的
な
調
整
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
論
理
必
然
性
の
存
す
る
分
野
の
あ
る
こ
と
を
、
法
が
自
覚
し
た
こ
と
と
も
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
こ
と
は
、

ま
た
、
戦
後
の
あ
ら
た
な
体
制
的
理
由
に
も
よ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

経済法における計画

戦
後
、
計
画
が
、
法
律
上
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
当
初
の
も
の
と
し
て
は
、
食
糧
に
関
す
る
計
画
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦

食
糧
計
画
に
つ
い
て

後
の
食
糧
不
足
の
対
策
の
一
環
と
し
て
い
わ
ゆ
る
事
前
割
当
を
実
施
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
食
糧
確
保
臨
時
措
置
法
(
昭
和
二
三
年
法

律
一
八
二
号
)
は
、
「
農
業
計
画
」

に
つ
い
て
定
め
た
。

こ
の
計
画
は
、
主
要
食
糧
農
産
物
の
生
産
数
量
生
産
者
保
有
数
量
若
し
く
は
供

出
数
量
又
は
そ
の
生
産
に
必
要
な
肥
料
、
農
莱
若
し
く
は
農
機
具
等
の
配
給
数
量
に
つ
い
て
行
政
庁
が
定
め
る
計
画
で
あ
り
(
二
条
)
、
そ

れ
に
は
農
林
大
臣
の
定
め
る
都
道
府
県
別
の
農
業
計
画
ハ
三
条
)
、
そ
の
指
示
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
都
道
府
県
別
の
農
業
計
画
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(
四
条
〉
、
そ
の
指
示
に
よ
る
市
町
村
長
の
定
め
る
生
産
者
別
の
農
業
計
画
(
五
条
〉
が
あ
っ
た
。
こ
の
農
業
計
画
は
、
と
く
に
、
こ
れ
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
供
出
数
量
が
、
食
糧
管
理
法
三
条
一
項
に
よ
り
、
政
府
に
売
り
渡
す
べ
き
数
量
と
さ
れ
る
点
で

(
七
条
四
項
)
、

論

意
義
を
直
接
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
(
な
お
同
条
四
項
参
照
)
。
ま
た
、
市
町
村
長
は
、
「
農
業
計
画
に
定
め

た
配
給
数
量
に
相
当
す
る
数
量
の
肥
料
、
農
薬
又
は
農
機
具
等
を
、
臨
時
物
資
需
給
調
整
法
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
き

時
期
を
失
し
な
い
で
当
該
生
産
者
に
割
当
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
さ
れ
(
七
条
五
項
〉
、

農
業
計
画
、
が
農
業
生
産
資
材
の
法
律
上
の

割
当
行
為
の
直
接
の
基
準
と
さ
れ
た
こ
と
に
お
い
て
も
、
そ
の
計
画
が
、
法
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
こ
の
法
律
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
は
、
農
業
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
五
条
三
項
〉
、

か
っ
、
計
画
に
対
す
る
生
産
者

の
異
議
の
申
立
を
認
め
て
い
る
こ
と
(
六
条
)
が
注
目
さ
れ
る
。
農
業
計
画
の
場
合
に
は
、
そ
れ
が
、
直
接
に
私
人
の
供
出
義
務
の
内
容

と
さ
れ
る
な
ど
権
利
制
限
的
な
規
制
の
基
準
と
さ
れ
る
点
に
、
計
画
に
対
す
る
異
議
の
申
立
の
途
を
聞
い
た
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で

持
C

ヲ
匂
。

そ
の
後
、
食
糧
管
理
法
の
改
正
(
昭
和
二
四
年
法
律
二
一
八
号
)
に
よ
り
、
米
穀
類
の
「
配
給
計
画
」
に
つ
い
て
の
規
定
が
追
加
さ
れ

て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
農
林
大
臣
は
、
毎
月
、
米
穀
類
の
配
給
計
画
を
定
め
て
都
道
府
県
知
事
に
指
示
し
、
都
道
府

県
知
事
は
、

こ
の
指
示
に
従
っ
て
、
米
穀
類
の
配
給
に
関
す
る
実
施
計
画
を
定
め
て
、
そ
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
、

販

売

業

者

(
登
録
を
受
け
て
米
穀
の
売
渡
の
業
務
を
営
む
者
)
、
及
び
市
町
村
長
に
指
示
す
る
こ
と
と
し
(
八
条
ノ
二
)
、
販
売
業
者
は
、
農
林
大
臣

の
指
示
及
び
上
述
の
実
施
計
画
に
関
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
示
並
び
に
購
入
券
の
記
載
に
従
っ
て
、
購
入
券
と
引
換
え
で
な
け
れ
ば
米

穀
類
を
売
り
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り

(
八
条
ノ
四
)
、
配
給
計
画
な
り
実
施
計
画
な
り
は
、

と販
く売
に業
規者
定の
さ売
れ渡
てし

な対
い吉す
U~ る

規

制
の
基
準
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
は
、
農
業
計
画
そ
の
も
の
の
公
表
の
義
務
は
、

(2) 

産
業
構
造
の
合
理
化
高
度
化
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て

'" 

四r

法
的
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現
在
で
は
、
経
済
に
関
す
る
計
画
で
あ
っ
て
、
法
律
上
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

一
般
的
に
い
え
ば
、
産
業
構
造
の
合
理
化
あ

る
い
は
高
度
化
に
関
連
す
る
分
野
に
属
す
る
o

こ
れ
ら
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
法
的
意
義
に
つ

い
て
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
o

(イ)

行
政
機
関
の
計
画
作
定
の
義
務
付
け

今
日
、
法
律
上
、
経
済
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
る
場
合
、
主
務
大
臣
は
、

一
定
の
計
画
を
「
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

一
定
の
行
政
機
関
の
義
務
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
立
法
府
の
判
断
に
よ
っ
て
計
画

の
作
定
を
必
要
と
し
、
こ
れ
を
行
政
機
関
の
義
務
と
し
て
立
法
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
行
政
機
闘
が
、
計
画
の
作
定
を
、
独
自
の
領
域
に

と
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
計
画
の
作
定
が
、

お
け
る
自
由
な
活
動
と
す
る
場
合
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
o

そ
の
場
合
、
計
画
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
也
、
法
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
(
前
掲
一
一
日
)
、
行
政
機
関
は
、
そ
の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、
計
画
作
定
に
当
つ
て
の
怒
意
は
制
約
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
る
。

計
画
作
定
の
法
律
に
よ
る
義
務
付
け
は
、
計
画
に
関
す
る
行
政
機
関
の
怒
意
を
制
約
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
意
義
が
あ
る
ば
か
り
で
な

く

こ
の
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
計
画
が
、
法
律
上
、
経
済
法
的
規
制
の
基
準
と
さ
れ
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
重
要

な
意
義
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
経
済
法
的
規
制
の
基
準
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
く
た
め
に
、
計
画
の
作
定
が
義
務
付
け
ら

経済法における計画

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

行
政
機
関
の
計
画
の
公
表
の
義
務
付
け

(ロ)
こ
れ
ら
の
計
画
は
、
行
政
機
関
が
告
示
に
よ
っ
て
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
(
前
掲
一
一
回
)
o

計
画
の
公
表
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
、
あ
る
程
度
の
効
果
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
関
係
業
者
等
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
将
来
の
見
通
し
を
つ
け
、
自
己

の
活
動
の
方
向
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
o

し
か
し
、
法
律
上
、
と
く
に
、
行
政
機
関
に
よ
り
計
画
の
公
表
が
義
務
づ
け

つ
ぎ
に
述
べ
る
よ
う
に
、
法
律
上
、
計
画
、
か
、
経
済
法
的
規
制
の
基
準
と
さ
れ
る
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ら
れ
て
い
る
意
義
は
、
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説

な
お
、
今
日
の
産
業
構
造
の
合
理
化
あ
る
い
は
高
度
化
に
関
連
す
る
諸
計
画
の
場
合
に
は
、
公
表
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

対
す
る
異
議
申
立
の
途
は
聞
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
種
の
計
画
は
、
主
と
し
て
、
非
高
権
的
・
非
強
制
的
な
手
段
に
よ
っ
て
、
」
れ
に

論

い
わ
ば
誘
導
的
に
、
そ
の
実
現
が
は
か
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
権
利
制
限
的
な
規
制
の
基
準
と
し
て
の
要
素
が
す
く
な
い
た
め
で
あ
る
。

やす

経
済
法
的
規
制
の
基
準
と
し
て
の
計
画

今
日
の
産
業
構
造
の
合
理
化
あ
る
い
は
高
度
化
に
関
連
す
る
諸
計
画
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
計
画
の
作
定
・
公
表
が
行
政
機
関
に
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
計
画
が
法
律
上
、
各
種
の
経
済
法
的
規
制
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
に
経
済
法
的

規
制
と
は
、
国
家
の
経
済
に
対
す
る
干
渉
を
広
く
ふ
く
み
、
消
極
的
(
権
利
の
制
限
)
・
積
極
的
(
保
護
助
成
〉
の
両
面
に
わ
た
り
、
ま
た
、

高
権
的
強
制
的
干
渉
・
非
高
権
的
非
強
制
的
干
渉
の
両
者
を
包
括
す
る
意
に
用
い
る
こ
と
と
す
る
o

と
こ
ろ
で
、
今
日
の
経
済
に
関
す
る

諸
計
画
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
手
段
(
経
済
法
的
規
制
〉
は
べ
主
と
し
て
は
、
非
高
権
的
・
非
強
制
的
な
手
段
に
よ
っ
て
、

共
同
行
為
の
容
認

業
界
を
誘
導
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
そ
の
手
段
と
し
て
は
、
(
前
述
一
回

ω)・
勧
告

(
前
述
一
回

ω)・
資
金
的
助
成
等
(
前
述
一
一
回

ω〉
・
課
税
上
の
特
例
(
前
述
一
回

ω)・
生
産
技
術
の
向
上
等
の
基
準
の
決
定
公
表
(
前

述
一
一
回
制
)
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
国
民
の
権
利
義
務
に
関
す
る
高
権
的
な
規
制
手
段
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る

も
の
は
、
せ
い
ぜ
い
、
共
同
行
為
の
容
認
(
共
同
行
為
の
届
出
・
共
同
行
為
の
変
更
・
廃
止
命
令
等
の
関
係
に
よ
る
権
利
の
制
限
)
と
課

税
上
の
特
例
(
義
務
の
減
免
)
と
で
あ
り
、
そ
の
他
は
、
い
ず
れ
も
、
非
高
権
的
非
強
制
的
な
手
段
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
み
た
よ

う
に
、
計
画
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
手
段
に
つ
い
て
、
法
律
上
、
経
済
法
的
規
制
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
民

の
権
利
義
務
に
関
す
る
高
権
的
規
制
の
場
合
に
は
、

計
画
が
、

法
的
意
義
を
十
分
に

そ
の
規
制
の
基
準
と
さ
れ
る
こ
と
に
、

計
画
の
、

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
非
高
権
的
非
強
制
的
規
制
の
場
合
に
は
、

た
と
え
、
法
律
上
、
計
画
が
、
そ
の
基
準
と
さ
れ
て
い
て

も
、
そ
こ
に
、
法
的
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
は
、
法
的
意
義
を
そ
の
規
制
の
法
規
性
に
求
め
る
従
来
の
伝
統
的
な
考

‘h 

‘r 

'" 
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え
方
か
ら
す
れ
ば
、
疑
問
と
な
る
で
あ
ろ
う
o

こ
と
に
、
計
画
の
実
現
手
段
と
し
て
の
勧
告
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
、
そ
の
勧
告
に
な
ん

ら
の
法
的
効
果
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
〉
(
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
勧
告
に
は
、
法
律
上
な
ん
ら
の
法
的
効
果
も
与
え
ら
れ
て
い
な

い
)
、
そ
こ
に
法
的
意
義
を
み
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

根
拠
を
必
要
と
す
る
と
の
見
解
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
れ
円
必
こ
の
よ
う
な
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
計
画
が
資
金
的
助
成
の
基
準
と
さ
れ
る
か

n

-

、、h
-

、

中
/
中
J

資
金
的
助
成
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
資
金
交
付
行
政
に
も
法
律
の

ぎ
り
、
そ
こ
に
、
法
的
意
義
を
み
い
だ
す
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
計
画
が
、
高
権
的
強
制
的
規
制
に
せ
よ
、
非
高
権
的
非
強
制
的
規
制
に
せ
よ
、

」
れ
ら
に
対
す
る
基
準
と
さ
れ
る
こ
と
が
、

法
律
上
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
政
活
動
が
、
非
科
学
的
・
洛
意
的
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
、
立
法
に
よ
り
制
限
す
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、

い
か
と
思
う
。
今
日
の
行
政
に
は
、
高
度
の
科
学
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
、
計
画
に
つ
い
て
の
あ
ら
た
な
法
的
意
義
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

こ
れ
は
、

ま
た
、
真
の
意
味
に
お
け
る
国
民
の
自

由
の
要
求
に
も
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
科
学
性
を
み
た
す
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
る
も
の
が
計
画
に
ほ
か
な
ら
な

ぃ
。
科
学
的
な
行
政
活
動
は
、
計
画
を
媒
介
と
し
、
根
拠
と
し
て
行
な
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
現
実
の
計
画
の
す
べ
て
が
、
す
ぐ

れ
て
科
学
性
を
も
つ
も
の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
近
時
の
法
現
象
が
、
計
画
を
法
律
の
世
界
に
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た

な
科
学
性
の
要
求
に
応
ず
る
方
向
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

経済法における計画

(

1

)

田
中
二
郎
『
行
政
法
総
論
』
(
法
律
学
金
集

6
)
コ
二
頁
以
下
参
照
。

ハ
2
V

椎
名
、
前
掲
二
二
六
頁
。

(
3
〉
西
ド
イ
ツ
の
穀
物
法
二
条
、
砂
糖
法
二
条
、
家
畜
及
び
肉
法
二
条
に
よ
る
と
、
連
邦
食
糧
大
臣
は
、
年
次
供
給
計
画
を
作
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
計
画
の
公
表
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ハ
マ
ン
は
、
こ
の
計
画
の
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
点
を
あ

げ
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
計
画
は
、
な
ん
ら
法
規

(
P
2
Zお
え
と
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
、
行
政
内
部
の
指
針
に
す
ぎ
な

い
と
し
て
い
る
O

K

F

・
出
血

B
E
P
F
n
r仲間
mgえ
ロ
ロ
弘
巧
王
将
宮
内
同
回
目

g
r
g伺
・
沼
田
、

ω・
足
柄

lHg・
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説

ハ
4
)

計
画
の
公
表
効
果
(
由

5
5
8
5
2
2
h
p
a
)
が
ゆ
き
す
ぎ
と
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
所
得
倍
増
計
画
に
関
し
、
向
坂
正
男
編
『
中
期
経
済

計
画
の
解
説
』
(
昭
和
四

O
年
〉
四
一
頁
以
下
参
照
。

(

5

)

金
沢
、
前
掲
三
二
頁
。

(

6

)

法
的
効
果
を
と
も
な
う
勧
告
に
つ
き
、
金
沢
、
前
掲
四
四
頁
。

(

7

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
塩
野
宏
「
資
金
交
付
行
政
の
法
律
問
題
」
国
家
学
会
雑
誌
第
七
八
巻
第
三
・
四
号
、
第
五
・
六
号
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

ハ
8
)

ロ
ス
ト
フ
は
「
福
祉
経
済
は
法
律
に
政
策
の
た
め
の
規
範
を
提
供
す
る
」
と
い
っ
て
い
る

o
m
g
S
4
3
5広・司・
ω
毘

論

<( 

-" 
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